
 

 

 

保存版  

任意継続被保険者 
 

１． 任意継続被保険者となるための要件 

（1）資格喪失日の前日までに「継続して 2 か月以上の被保険者期間」があること。 

（2）資格喪失日から「20 日以内」に申請すること。（20 日目が営業日でない場合は翌営業日まで） 

※ 申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。 

２． 申請に必要なもの  

・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 

（添付書類について） 

①退職日が確認できる書類（任意） 

次のいずれかを添付してください。 

・退職証明書のコピー、雇用保険被保険者離職票のコピー、健康保険被保険者資格喪失届のコピー等、事業

主または公的機関が作成した資格喪失の事実が確認できる書類 

・申出書の健康保険資格喪失証明欄（事業主記入用）への記載 

※添付（記載）がない場合でも、お手続きは可能ですが、被保険者証の発行は、日本年金機構から資格喪失

記録の提供を受けた後に行います。 

②口座振替により保険料の納付を希望する場合 

・口座振替依頼書（任意継続加入後でもお手続きいただけます。） 

③被扶養者となる方がいる場合 申請に必要なもの※こちらのサイトにてご確認ください 

３．被保険者期間  

  任意継続被保険者となった日から 2 年間 

（4．任意継続被保険者の資格喪失 2～6 に該当する場合を除く） 

４． 任意継続被保険者の資格喪失 

次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、資格確認書が発行されている場合はすみやか

に返納してください。（カッコ内は資格を喪失する日です） 

※3、4、5 に該当した際は「資格喪失申出書」の提出が必要となります。  

１．任意継続被保険者となった日から 2 年を経過したとき。 

２．保険料を納付期日までに納付しなかったとき。（納付期日の翌日） 

３．就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。（被保険者資格を取得した日） 

４．後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。 （被保険者資格を取得した日） 

５．任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。（申出が受理された日の属する月の翌月 1 日） 

６．被保険者が死亡したとき。（死亡した日の翌日） 

５．保険料  

１．令和 7 年 4 月分からの保険料額  

退職時の標準報酬月額×9.35％～10.42％（※）（40 歳から 64 歳までの介護保険第 2 号被保険者に該当する方

については、これに全国一律の介護保険料率 1.59％が加わります)です。 

（※）保険料額は都道府県ごとに異なります。都道府県ごとの保険料額については、こちらをご覧ください。 

ただし、退職時の標準報酬月額が 32 万円を超えていた場合は、標準報酬月額は 32 万円で計算します。 

２．保険料は次の場合を除き、2 年間変わりません。 

（ア）任意継続加入中に 40 歳になり介護保険第 2 号被保険者に該当した場合、または 65 歳になり介護保険第 2

号被保険者に該当しなくなった場合 

（イ）健康保険料率や介護保険料率が変更された場合 

（ウ）標準報酬月額の上限が変更された場合 

（エ）保険料の異なる都道府県へ転出した場合 

３．前納する場合の保険料額 

協会けんぽの任意継続被保険者が前納する場合の保険料額については、こちらをご覧ください。  
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